
1 

教育人事企画課 

   議案第１３２号 

港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

１ 給料表の改定 

公民較差（１４，８６０円、３．８０%）を解消するため、若年層に重点を置きつつ、

全ての級及び号給の給料月額を引き上げます。 

【幼稚園教育職員給料表における改定後の給料月額差額（例）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 特別給（期末手当・勤勉手当）の支給月数の改定 

年間の支給月数を０．０５月（定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員（以

下「定年前再任用短時間勤務職員等」といいます。）についても同様。）引き上げます。 

引き上げ分について、期末手当及び勤勉手当にそれぞれ０．０２５月割り振ります。 

なお、各支給月における期末手当及び勤勉手当の内訳は、別紙のとおりです。 

【期末・勤勉手当年間支給月数（常勤職員）】 

 

 

 

 

 

 

３ 教育公務員特例法の改正に伴う改正 

義務教育等教員特別手当の月額を、校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮し

て定めることとします。 

 

 

モデルケース 級・号給 改定後給料月額差額 

教諭  （２２歳） １級１３号給 １２，８００円（５．５％）増 

主任教諭（４１歳） ２級５３号給 １１，５００円（３．１％）増 

副園長 （４７歳） ３級５１号給 １４，２００円（３．５％）増 

園長  （５７歳） ４級７７号給 １４，３００円（３．２％）増 

区分 現行 改正案 

定年前再任用 

短時間勤務職員等以外 
４．８５月 ４．９０月 

定年前再任用 

短時間勤務職員等 
２．５５月 ２．６０月 
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４ 施行期日 

１及び２（令和７年１２月支給分）については公布の日、２（令和８年度以降支給分）

については令和８年４月１日、３については同年１月１日 

 

５ 適用期日 

１については令和７年４月１日、２（令和７年１２月支給分）については同年１２月１

日 
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別紙

※表における「再任用職員」とは、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員を指します。

【再任用職員以外】 【再任用職員以外】 【再任用職員以外】

（一般職員） （一般職員） （一般職員）

区分 ６月 12月 合計 区分 ６月 12月 合計 区分 ６月 12月 合計

期末 1.2500 1.2500 2.5000 期末 1.2500 1.2750 2.5250 期末 1.2625 1.2625 2.5250

勤勉 1.1750 1.1750 2.3500 勤勉 1.1750 1.2000 2.3750 勤勉 1.1875 1.1875 2.3750

合計 2.4250 2.4250 4.8500 合計 2.4250 2.4750 4.9000 合計 2.4500 2.4500 4.9000

（管理職員） （管理職員） （管理職員）

区分 ６月 12月 合計 区分 ６月 12月 合計 区分 ６月 12月 合計

期末 1.0750 1.0750 2.1500 期末 1.0750 1.1000 2.1750 期末 1.0875 1.0875 2.1750

勤勉 1.3500 1.3500 2.7000 勤勉 1.3500 1.3750 2.7250 勤勉 1.3625 1.3625 2.7250

合計 2.4250 2.4250 4.8500 合計 2.4250 2.4750 4.9000 合計 2.4500 2.4500 4.9000

【再任用職員】 【再任用職員】 【再任用職員】

（一般職員） （一般職員） （一般職員）

区分 ６月 12月 合計 区分 ６月 12月 合計 区分 ６月 12月 合計

期末 0.7000 0.7000 1.4000 期末 0.7000 0.7250 1.4250 期末 0.7125 0.7125 1.4250

勤勉 0.5750 0.5750 1.1500 勤勉 0.5750 0.6000 1.1750 勤勉 0.5875 0.5875 1.1750

合計 1.2750 1.2750 2.5500 合計 1.2750 1.3250 2.6000 合計 1.3000 1.3000 2.6000

（管理職員） （管理職員） （管理職員）

区分 ６月 12月 合計 区分 ６月 12月 合計 区分 ６月 12月 合計

期末 0.6125 0.6125 1.2250 期末 0.6125 0.6375 1.2500 期末 0.6250 0.6250 1.2500

勤勉 0.6625 0.6625 1.3250 勤勉 0.6625 0.6875 1.3500 勤勉 0.6750 0.6750 1.3500

合計 1.2750 1.2750 2.5500 合計 1.2750 1.3250 2.6000 合計 1.3000 1.3000 2.6000

各支給月における期末手当及び勤勉手当の支給月数について

現行 改正案（令和７年１２月支給） 改正案（令和８年度以降支給）
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